
アナリスト・コラム 

 

当資料は、ホームページ閲覧者の理解と利便性向上に資するための情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や売買推奨を

目的とするものではありません。また、当サイトの内容については、当社が信頼できると判断した情報および資料等に基づいて

おりますが、その情報の正確性、完全性等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害について

も、当社は一切の責任を負いかねます。 

1/2 

アナリスト・コラム 

 

2015 年、労働者派遣法改正 ～時代とともに～ 
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2015年、労働者派遣法改正 

2015年 9月 30日に、改正労働者派遣法が施行さ

れました。本改正はメディアで大きくとりあげられまし

たので、ご存じの読者の皆様も多いと思います。 

労働者派遣法自体は、1985 年に成立した比較的

新しい法律ですが、その時代の労働市場を取り巻く

経済環境・社会情勢の影響を大きく受け、派遣業に

対する規制が緩和されたり、逆に強化されたり、、、

という改正の変遷をたどっています。今回のアナリス

ト・コラムでは、過去からの派遣法改正の流れをふま

え、本改正について考えてみたいと思います。 

派遣法の成立期 ～労働者保護のために～ 

日本における現在の形の人材派遣業は、欧米の事

業形態を真似て、1960 年代から展開が始まったと

いわれています。当時、高度成長期であった我が国

では、産業界からの労働力確保に対する強いニー

ズもあり、派遣という労働形態は、法整備をまたずし

て、着実に拡がっていきました。 

1980 年代のバブル前夜、労働市場における人材

派遣業の存在感はさらに高まっていきました。一方、

いまだ法的根拠はなく、事故やトラブル時の責任の

所在などが不明確で、労働者の保護がなされてい

る状況とはいえませんでした。そんな中、労働者保

護の観点から、法整備が必要であるという声が大き

くなり、1985 年の自民党中曽根内閣のもと、日本初

の労働者派遣法が成立しました。 

当初の労働者派遣法は、その立法目的が労働者保

護であったので、事業主が派遣を単なる直接雇用

の置き換えに利用しないように、対象業務は専門的

な 13 業務（ソフトウェア開発、事務用機器操作、通

訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、、、等）に

限定されていました。そのため、派遣先企業には、

利用しにくい状況となっており、実体とそぐわない面

もあったようです。 

規制緩和の 1990年代～2000年代 

バブル崩壊後の 1990年以降、労働市場を取り巻く

環境は激変しました。デフレの長期化や金融危機

などで、企業業績も悪化。産業界からは、固定費で

ある人件費の変動費化のために、人材派遣を活用

したいという要望が高まりました。 

この産業界からの声に対応すべく、1990 年代から

2000 年代にかけて、人材派遣を利用しやすいよう

に、派遣業務の対象範囲拡大や期間延長といった、

規制緩和が行われていきます。なかでも、1999年と

2003年の改正は人材派遣業界に大きな変化をもた

らす規制緩和だったといえましょう。まず、1999年の

改正ですが、派遣業種の原則自由化が行われまし

た。それまでは適用対象が 26 業務に限定されてい

ましたが（*）、港湾運送・建築・警備・医療・製造を

除いて原則自由にできることになりました。そして、
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2003 年の改正では、1999 年で例外扱いされてい

た製造業および医療業務への派遣が解禁され、専

門 26業種は派遣期間が 3年から無制限に、 それ

以外の製造業を除いた業種では派遣期間の上限

が 1年から 3年に拡大されました。 

この 2 つの大きな改正で、営業、販売、一般事務、

製造といった幅広い業務に派遣を利用できるように

なり、産業界にとっては使い勝手のよいものとなりま

した。 

（*）1985年の成立後徐々に拡大し、1999年には 26業務迄

に拡大していました 

2012年は規制強化へ 

成立以降、主に規制緩和の流れで改正が行われて

いた労働者派遣法ですが、2008年のリーマンショッ

クで、転換期を迎えます。雇用調整を行う必要がで

てきた企業では、調整弁として真っ先に派遣契約を

解除しました。中には違法な契約解除を行う企業も

横行し、「派遣切り」という言葉が社会問題化しまし

た。当時派遣切りされた若者がネットカフェで寝泊ま

りする様子や、年越し派遣村などがメディアで取り上

げられ、「人材派遣」という雇用形態そのものにバッ

シングがおきました。 

そして、2012 年の改正では、当時、「派遣切り」とし

て最もバッシングを受けていた日雇い派遣が、原則

禁止されました。また、離職後 1 年以内の人材を派

遣スタッフとして元の職場で働かせることの禁止など、

労働者保護、直接雇用の促進などを強く意識した

規制強化型の内容となりました。 

2015年の改正は？ 

では、2012 年以降の初の大きな改正となった今回

の改正は規制緩和・強化のいずれの方向に動いた

のでしょうか？  

今回の改正では、派遣業者が、派遣労働者のキャリ

アアップのための体系的な教育訓練を行ったり、派

遣先企業で同じような業務をしている労働者との待

遇の均衡を図るための責務が課されるなど、派遣業

社の責任を重くしています。また、派遣業者はすべ

て許可制となり、派遣労働者の保護をはかれないよ

うな事業者には、許可自体がおりないことも考えられ

ます。この点では、派遣労働者保護重視のスタンス

をとっており、規制強化の面があるといえるでしょう。 

ただ、規制強化とばかりもいえない点もあります。今

改正では、労働者派遣の期間制限が見直され、ど

の業務でも、同一の派遣先企業に対する派遣可能

期間は原則 3 年と統一されました。その際、従来は

正社員の雇用を守るため、同じ職場では人をかえて

も、３年までしか派遣労働者を受け入れることができ

ませんでしたが、本改正では３年ごとに人を替えれ

ば、同じ職場で何年でも派遣労働者を受け入れら

れるようになっており（**）、企業にとって派遣を利用

しやすい状態となっています。さらに、派遣業者が

派遣労働者を無期雇用（正社員化）すれば、派遣

先企業では期間のしばりなく、働いてもらうこともでき

るので、規制緩和の側面もかなり大きいといえるでし

ょう。 

（**）原則。意見聴取等は必要 

労働者派遣法は、その時々の経済環境・社会情勢

にあわせ変遷を遂げてきたように、今後も時代の変

化とともに、変容をとげていくことになるのでしょう。

次回改正もアナリスト・コラムでとりあげる日はそんな

に遠くないのかもしれません。 
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